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平成１８年度鶏卵生産指針

１ 消費の動向

鶏卵の消費は、食生活の高度化・多様化に対応して戦後一貫して増加してきたところ

であるが、平成６年を境に近年はわずかな減少又は横ばい傾向で推移してきたところで

ある。

平成１７年度（４～１２月）は前年度同期を２．６％上回って推移しているものの、

平成１４年度以降、１人当たりの家計消費量は３カ年度連続で減少しており、特に平成

１６年度においては鶏卵生産量の減少により鶏卵価格が高水準であったことを反映し

て、前年度を５．９％下回った。

平成１８年度においては、鳥インフルエンザと鶏卵の安全性との関係、鶏卵の栄養や

機能性等の正確な知識の普及等を通じて、鶏卵消費の安定が図られれば、消費は横ばい

からわずかな減少傾向で推移するものと見通される （表１参照）。

（１）消費者ニーズの変化

① 家計消費量

国民の健康志向の高まりや産地等の生産履歴情報を求める動き等、鶏卵に対する消

費者ニーズは付加価値志向を一層強めており、量販店や小売店において栄養成分や飼

育方法などで差別化を図った鶏卵の取扱いが増えている。

また、世帯主が低年齢になるほど鶏卵の１人当たり家計年間購入量が減少している

一方で、５０歳以上の高年齢層の世帯主では、その購入量が全世帯の平均を大きく上

回っており、高齢化の進展により、家計消費の面で高齢者層が占める位置付けはます

ます大きくなるものと見込まれる （表２参照）。

表１ １人当たり家計消費量の動き

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度4 12～

対前年比 ± ０ ＋０．４ ▲１．６ ▲１．３ ▲５．９ ＋２．６

資料：総務省「家計調査報告」

表２ 鶏卵の世帯主年齢別年間購入量（平成１７年、 ）農林漁家世帯を除く２人以上の全世帯

世帯主 １世帯当たり年間購入量 世帯人員 １人当たり年間
※）(g) (人) 購入個数(個)

全世帯 ３０，７１０ ３．１５ １６０

～２９ ２２，５９９ ３．０１ １２３

３０～３９ ２７，３７１ ３．５８ １２５

４０～４９ ３５，６３０ ３．８８ １５１

５０～５９ ３４，６４６ ３．３５ １７０

６０～６９ ２９，２４６ ２．６６ １８０

７０～ ２６，１７８ ２．３８ １８０

注：※は農林水産省食肉鶏卵課推計（鶏卵６１gで換算）

資料：総務省「家計調査報告」



② 業務・加工消費

食料消費支出に占める外食や調理食品支出の割合が増える傾向にあることから、鶏

卵消費における業務・加工用途の比率は高くなるものと見込まれる （表３参照）。

表３ １人 １カ月当たりの消費支出の費目別支出金額(１７年度、全国・全世帯)・

食料費に占める割合費 目 支出金額

消費支出 １０３，７００円

調査サンプルの平均うち食 料 ２３，５５３円 １００．０％

世帯人員 2.57人うち外 食 ４，８２９円 ２０．５％

世帯主の年齢 54.7歳うち調理食品 ２，８４２円 １２．１％

資料：総務省「家計調査報告」

（２）高病原性鳥インフルエンザの発生経験を生かした消費回復

平成１６年１月以降、我が国における高病原性鳥インフルエンザ発生の経験を生か

して、同病に関する正しい知識の普及や食に対する信頼の回復を進めるための消費者

及び事業者間の顔の見える関係づくりの推進、関係者による鶏卵トレーサビリティガ

イドラインを基本とした自発的な取組等を通じ、鶏卵の安全性や生産段階の取組につ

いての理解が深まり、消費の回復が見られている （表４参照）。

表４ 顔の見える関係づくり会合等の取組事例（平成１７年度）

主 催 取 組 内 容

社団法人日本養鶏協会 ・鳥インフルエンザと鶏卵の安全性に係る会合開催

日本鶏卵生産者協会 ・鶏卵とコレステロールの関係を考えるフォーラム開催

社団法人日本卵業協会 ・鶏卵トレーサビリティガイドラインの普及

・鳥インフルエンザと鶏卵の安全性に係るインパックラ

ベルの作成

行政 国 地方自治体 ・鳥インフルエンザに関する正確な知識普及のための情（ 、 ）

報発信

・鳥インフルエンザ発生に対する小売業者への巡回調査

・指導

２ 平成１７年度の卸売価格

鶏卵の卸売価格は、鶏卵の自給率が９５％（平成１６年度）と高く、需要もおおむね

安定的に推移していることから、わずかな生産量の変動が大幅な価格変動につながりや

すい傾向にある。

平成１２年５月以降、需要が低迷していること等から卸売価格は低水準で推移してき

たが、平成１５年度は、供給過剰からさらに大きく低落し、４月以降毎月、卵価安定基

（（ ） （ ） 。金 社 全国鶏卵価格安定基金及び 社 全日本卵価安定基金に置かれる基金をいう

以下同じ）による価格差補てん金の交付が行われ、平成１５年度末には、卵価安定基金

の財源が枯渇する事態が生じたところである。

平成１６年度は、平成１５年度の卸売価格が記録的な低水準で推移したことや高病原

性鳥インフルエンザ発生による鶏卵の消費者離れが懸念されたことから、生産者の主体

、 。的判断に基づく生産抑制が進み 平成１４年度に比べ高い水準で推移したところである

平成１７年度は、過去５年間の平均をやや上回る水準で推移しているところである。



３ 平成１８年度以降の生産意向調査

平成１７年１２月、全国の飼養羽数５万羽以上の生産者を対象として、現在の生産量

及び今後の生産意向についての調査 全国の回答 茨城県を除く は１ １０４件 う（ （ 。） ， （

ち５万羽以上６１７件 ）を行った結果によれば、今後１、２年間の生産の増減に関す）

る意向は、現状維持が７３％、増産７％、減産５％、未定が１５％であった。

増産意向を示す者の割合は、１０～２０万羽の飼養規模層のうち１５％、２０～５０

万羽の飼養規模層のうち１０％、５０万羽以上の飼養規模層のうち８％となっている。

（表５参照）

増産又は減産意向を示した生産者について、どの程度の増産（減産）を考えているか

整理したところ、増産意向を示した生産者は平均で現状より３割程度(３０．１％）増

やす予定としており、減産意向を示した生産者は平均で現状より４割程度(▲３８．０

％）減らす予定としている （表６参照）。

増産意向を示した生産者の総増産羽数から減産意向を示した生産者の総減産羽数を差

し引くと１６９万羽の増産となり、全体として、調査回答者の総飼養羽数１億１千２百

万羽と比して１．５％相当の増産意向が見出される （表７参照）。

表５ 飼養羽数規模別の今後の意向件数（割合）

（単位：％）

増産 減産 現状維持 未定

５万羽未満 3.5 7.0 73.1 16.4

５～１０万羽 4.8 3.3 76.6 15.4

１０～２０万羽 14.6 3.5 69.2 12.6

２０～５０万羽 10.1 1.8 74.3 13.8

５０万羽以上 7.7 3.8 65.4 23.1

計 6.6 4.8 73.2 15.4

表６ 飼養羽数規模別の対現状増産・減産割合（平均値）

（単位：％） 【左表の見方】

増産 減産 増産

５万羽未満 ＋40.9 ▲45.1 ５～１０万羽 ＋36.2

注：５～１０万羽規模で増産５～１０万羽 ＋36.2 ▲27.8

意向を示した生産者が現状１０～２０万羽 ＋23.4 ▲29.4

羽数よりどの程度増羽する２０～５０万羽 ＋26.8 ▲ 9.0

か回答した数値を単純平均５０万羽以上 ＋12.5 ▲ 5.0

計 ＋30.1 ▲38.0

表７ 増産・減産意向者の羽数増減量

（単位：千羽）

増産量 減産量 計

２,５３９ ▲ ８５０ １,６８９

なお、今後の生産動向については、平成１７年６月以降、茨城県を中心に弱毒タイプ

（Ｈ５Ｎ２亜型）の高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う鶏の殺処分や早期処理が進

められていることを考慮する必要がある。



４ 平成１８年度における消費安定及び価格安定のために必要な取組

（１）需要に見合った鶏卵生産の必要性

鶏卵の生産量とひなのふ化羽数には、正の相関関係がある一方で、鶏卵の生産量と

卸売価格については負の相関関係があり、１％相当の生産量の増加が５．５％程度の

卸売価格の低下につながるとの分析結果もある。こうしたことから、価格安定のため

には、次のような取組が必要であると考えられる。

① 過去６カ年のほぼ平均的な卵価水準であった平成１４年度と同様の価格水準を想

定すれば、平成１７年度の水準よりも１％程度の増産が必要であると考えられる。

（表８参照）

② 過去６カ年のうち最も卵価水準が高かった平成１６年度と同様の価格水準を想定

すれば 平成１７年度の水準よりも４％程度の減産が必要であると考えられる 表、 。（

９参照）

表８ 平成１４年度と同水準となるために必要な供給量

（対１４年度供給不足量）

価格増加率 変動率 対１４年度供給不足量

＋９．１ ÷ ▲５.５ ＝ ▲１．７％

注：平成１７年度における平均卸売価格（全農Ｍ東京相場）の対平成１４年度比を価格増加率とした。

、 、 。鶏卵生産量と卸売価格の相関関係は 生産量が１％増加→卸売価格5.5％減少と分析でき これを変動率とした

対平成１４年度 対平成１４年度

必要な供給量 ＝ 需要減少量 ＋供給不足量（推計）

＋１％相当 ▲１％相当 ２％相当

注：対平成１４年度需要減少量については、平成１８年度の需要量が鳥インフルエンザ発生前の平成１５年度並に回

復するものとして平成１５年度の対平成１４年度需要減少量とした。

表９ 平成１６年度と同水準となるために必要な供給量

（供給過剰量の推移）

１７年度 １８年度

対１６年度供給過剰量 ▲２％ → ＋１～２％

資料：農林水産省「鶏ひなふ化羽数」から推計

対平成１６年度 対平成１６年度

必要な供給量 ＝ 需要減少量 ＋供給過剰量（推計）

▲４％相当 ▲２％相当 ▲２％相当

注：対平成１６年度需要減少量については、平成１６年度以降の需要量の変化が鳥インフルエンザのため通常とは異

、 。なる動きであったことから 発生前の平成１５年度並に回復するものとして平成１５～１７年度の平均量とした

（２）消費者及び業務・加工用ニーズに対応した取組

鶏卵消費の安定を図るためには、我が国で広く普及している生食需要に対応したサ

ルモネラ対策の徹底はもとより、栄養成分を強化したこだわり卵等、消費者ニーズに

対応した付加価値を有する鶏卵の生産への取組が有効であると考えられる。

また、食の安全・安心に関する消費者の関心の高まりに対応して、産地直売や生産

、 、・流通段階等におけるトレーサビリティへの対応 消費者に分かりやすい表示の推進

消費者及び事業者間の顔の見える関係づくり会合の開催等も有効であると考えられ

る。



さらに、今後成長が見込まれる業務・加工向けの鶏卵・鶏卵加工品の安定供給を図

ることが有効であると考えられる。

（３）鶏卵に関する正しい知識の提供

鶏卵の栄養や機能性、食べ方や調理方法などに関する情報を正しく分かりやすく消

費者に提供することが安定した消費を確保する上で有効であると考えられる。鶏卵に

ついて、消費者に的確に伝達すべき情報としては、例えば、①良質な動物性タンパク

源で、必須アミノ酸組成にも優れているということ、②鶏卵に含まれるコレステロー

ルの量は、その生理的機能からみると過度に消費を控える必要はないということ、③

鳥インフルエンザと鶏卵の安全性の関係に関する正しい知識、④幼児から高齢者まで

提供可能であるとともに多様な調理方法があること、⑤購入後の家庭における鶏卵の

正しい保存方法等が挙げられる。

５ むすび

鶏卵の卸売価格は、平成１５年度の卸売価格が記録的に低水準で推移したことの経験

等に基づく生産者の判断による生産抑制によって、平成１６年５月以降、前年度を大き

く上回って推移し、その後落ち着きを取り戻したものの、平成１７年は過去５年間の平

均をやや上回る水準で推移している。

平成１６年度からの「行政主導による計画生産」から「生産者の主体的判断に基づく

生産」へと生産体制の移行、さらに平成１６年度以降の高病原性鳥インフルエンザ発生

の経験を生かし、鶏卵の消費と価格安定を図るためには、個々の生産者が４に述べたよ

うな需要に見合った計画的な生産に向けた取組を行っていくことが必要不可欠である。

とりわけ、飼養羽数が大規模な生産者においては、価格の適正水準での安定が全国の生

産者の共通利益につながるとの認識の下で生産計画を立てるとともに、需給動向を踏ま

え、必要に応じて計画の修正を行い、需要供給の安定を図ることが強く求められている

と考えられる。


